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☎

●
応
募
資
格
（
共
通
事
項
）

◆
白
鷹
町
の
議
員
及
び
職
員
で
な

い
こ
と

◆
次
の
基
準
を
満
た
す
か
た

①
納
税
（
町
税
等
）
義
務
を
果
た

　

し
て
い
る
こ
と

②
公
民
権
を
有
し
て
い
る
こ
と

③
破
産
宣
告
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

④
被
法
定
後
見
人
、
被
法
定
保
佐
人
、

　

被
法
定
補
助
人
で
な
い
こ
と

⑤
刑
執
行
中
の
犯
罪
歴
が
な
い
こ
と

●
任
期

　

平
成
24
年
４
月
１
日

　
　
　
　

〜
平
成
26
年
３
月
31
日

（
白
鷹
町
病
院
事
業
等
運
営
委
員

　

会
は
平
成
24
年
７
月
１
日
〜
平

　

成
26
年
６
月
30
日
）

●
応
募
方
法

　

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
担
当
の
係
に
提

出
く
だ
さ
い
。（
応
募
要
項
・
応
募

用
紙
は
各
所
管
部
署
に
あ
り
ま
す
。

応
募
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

●
応
募
締
め
切
り

３
月
５
日
（
月
）
当
日
消
印
有
効

●
選
考
方
法

　

委
員
等
選
考
審
査
会
で
審
査
の

う
え
選
考
し
ま
す
。

　

町
で
は
、
町
環
境
基
本
計
画
を

推
進
す
る
た
め
、
白
鷹
町
の
住
み

よ
い
美
し
い
環
境
を
と
も
に
考
え

と
も
に
つ
く
る
仲
間
を
募
集
し
ま

す
。
気
軽
に
語
り
合
い
な
が
ら
町

が
目
指
す
環
境
像
を
実
現
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

■
募
集
す
る
委
員
の
名
称

　

白
鷹
町
美
し
い
郷
づ
く
り
推
進

会
議
委
員

■
組
織
構
成

　

こ
の
会
議
は
、
ご
み
の
減
量
化

や
地
球
温
暖
化
対
策
及
び
環
境
基

本
計
画
の
推
進
活
動
を
行
い
ま
す
。

ご
み
減
量
化
対
策
を
進
め
る
う
え

で
廃
棄
物
減
量
等
推
進
員
も
兼
ね

て
委
嘱
し
、
活
動
を
行
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

■
募
集
人
員　

５
人
程
度
（
委
員

定
数
20
人
以
内
の
う
ち
の
５
人
）

■
任
期

　

平
成
24
年
４
月
１
日

　
　
　
　

〜
平
成
26
年
３
月
31
日

■
応
募
資
格

(1)
町
内
に
住
所
を
有
し
、
応
募
時

　

点
で
満
20
歳
以
上
の
か
た

(2)
ご
み
の
減
量
化
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

　

水
環
境
等
に
関
心
の
あ
る
か
た

(3)
年
６
〜
８
回
程
度
の
会
議
、
啓

　

発
活
動
及
び
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に

　

出
席
で
き
る
か
た

(4)
白
鷹
町
の
議
員
お
よ
び
職
員
で

　

な
い
こ
と

(5)
次
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
た

①
納
税
（
町
税
な
ど
）
義
務
を
果

　

た
し
て
い
る
こ
と

②
公
民
権
を
有
し
て
い
る
こ
と

③
破
産
宣
告
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

④
被
法
定
後
見
人
、被
法
定
保
佐
人
、

　

被
法
定
補
助
人
で
な
い
こ
と

⑤
刑
執
行
中
の
犯
罪
歴
が
な
い
こ
と

■
応
募
方
法

　

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
町
民
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
応
募
用
紙
は
町

民
課
に
準
備
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
応
募
締
切　

３
月
５
日
（
月
）

（
当
日
消
印
有
効
）

■
そ
の
他

「
公
募
に
よ
る
白
鷹
町
審
議
会
等

委
員
選
考
に
か
か
る
基
準
」
を
準

用
し
審
査
の
う
え
選
考
し
、
審
査

結
果
を
応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま

す
。

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課
く
ら
し
環
境
係

（
☎
85

－

６
１
３
１
）

●
審
査
結
果

　

応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

●
そ
の
他

◆
身
分　

町
の
非
常
勤
特
別
職

◆
委
員
報
酬

①
白
鷹
町
環
境
審
議
会
委
員

：

　

一
日
６
０
０
０
円

（
会
議
時
間
が
４
時
間
未
満
の
場

　

合
は
一
日
３
０
０
０
円
）

②
白
鷹
町
社
会
教
育
委
員

：
　

年
１
万
６
０
０
０
円

　

白
鷹
町
公
民
館
運
営
審
議
会
委

　

員

：

年
９
６
０
０
円

③
白
鷹
町
地
区
公
民
館
運
営
委
員

　

会
委
員

：

年
２
万
円

④
白
鷹
町
文
化
財
保
護
審
議
会
委

　

員

：

年
１
万
６
０
０
０
円

⑤
白
鷹
町
病
院
事
業
等
運
営
委
員

　

会
委
員

：

一
日
６
０
０
０
円

（
会
議
時
間
が
４
時
間
未
満
の
場

　

合
は
一
日
３
０
０
０
円
）

◆
各
審
議
会
等
の
委
員
は
、
町
の

非
常
勤
特
別
職
に
任
命
さ
れ
ま
す

の
で
、
白
鷹
町
個
人
情
報
保
護
条

例
第
３
条
第
２
項
の
適
用
を
受
け

る
と
と
も
に
、
同
条
例
の
規
定
に

違
反
し
た
場
合
（
職
務
上
知
り
得

た
個
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
場
合

等
）
は
罰
則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。




